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✼事業構想大学院大学の 3 ポリシー、固有の目的 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【アドミッション・ポリシー】 

本学では、求める人材像と入学試験の基本方針を「アドミッション・ポリシー」として制定しております。 

 

1. 求める人材像 

 事業構想大学院大学は、卓越した発想及びその発想を実現する構想力を持ち、かつ事業を継続的に進化させ日本社会

の一翼を担う志を持ち実行できる人材の育成を目的としています。そのため、講義を通じて知識を得るのみでなく、柔軟な発想

のもと、その知識を応用し異なる立場での意見をもつ教授陣、学友との論理的で建設的な議論を展開することのできる院生を

求めています。 

 具体的には、下記の人物を対象としています。 

 

①新規事業担当者（及び将来携わりたいと希望する者） 

②事業承継者（及び事業承継予定者） 

③地域活性化を志す者 

④ベンチャーを興したいと考える者 

 

2. 入学試験の基本方針 

そのため事業構想大学院大学の入学試験は、下記の基本方針のもと実施されます。 

（１） 卓越した発想に基づく一方で、実現可能性に支えられた説得性のある事業を立案する能力を習得できる素養を要

求します。 

（２） 社会課題を読み解き、その課題を解決する事業の構想を論理整合的に論述できる思考能力を要求します。 

（３） 論理的かつ建設的な議論を展開し、共感を得ることのできるコミュニケーション能力を要求します。 

 

事業構想大学院大学はこのようなアドミッション・ポリシーのもと、社会の一翼を担う人材として成長することのできる者を受け入

れます。 

 

【カリキュラム・ポリシー】 

 事業構想大学院大学は、院生にプロジェクトデザインの基礎と応用を体得させ、事業構想をより実現性をもった計画書へと

落とし込むための能力を身につけさせるための組織的な教育の実施を行います。 

 具体的には、事業構想の知見を体系化した「事業構想論」を基盤とし、事業構想の綜合的理解と事業構想を構築していく

ための基礎を形成する基礎科目、事業構想の流れを一通り実践的に学ぶ専門科目、事業構想を構築する方法及び事業

構想を実現可能にする方法の研究を行う展開科目、事業構想を具体的に構築して「事業構想計画書」に落とし込む実践的

なトレーニングを行う演習を実施します。 
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✼事業構想大学院大学の 3 ポリシー、固有の目的 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【ディプロマ・ポリシー】 

 事業構想大学院大学は、修業年限以上在学し所定の単位数を修得し、必要な演習（指導）を受けるとともに、下記の能

力を身につけ、修了審査に合格した院生に対して修了を認定します。 

 

（１） 他者を説得できる発想力と構想力をともに備えたうえで、理想的な社会像や事業像から企業や地域などの構想を描

き出すことのできる能力を身につける。 

（２） いかなる社会状況においても、開かれた視座のもと、広く社会課題を発見し、その解決への過程を描くことのできる能

力を身につける。 

（３） 事業構想が解決する社会課題を論理的で建設的な議論をつうじて見出し、他者に説明ならびに説得できる能力を

身につける。 

 

 

【事業構想大学院大学固有の目的】 

 事業構想大学院大学は、高等教育機関としての新たな役割を担い、社会的責務を十分に全うするために、幅広い視野と

高い見識を備えた「高度専門職業人」の育成をめざすものである。 

 低迷する社会に新たな活路をひらき、未来を拓こうとする逞しい意思、豊かな知性、卓越した指導力を具備した未来を担う人

材育成を求める声は高い。このような社会状況に鑑みて企業経営、とくに事業構想の分野で高度な専門性をもつ「人財」の

育成を行なうのが本大学院大学設置の目的である。 
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✼院生生活の窓口 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○事務局の業務 
本学では、院生の皆さんが有意義で充実した学生生活を送ることができるように業務を行っています。諸手続き等の取り扱いの他、各種

相談にも応じていますので、困ったことや心配なことが起きた場合には遠慮せず、気軽にご相談下さい。 

 

○窓口・施設開設時間 
 春期、夏期及び冬期休業期間中など、授業の行われない日は（ ）内の時間となります。 

 なお、年末年始、5 月の連休、8 月のお盆期間、入学試験実施等で、休館する場合があります。 

 また授業がない日でも、行事等で延長開館する場合があります。詳細は都度メール等でお知らせします。 

 ※全館禁煙です。 

 

 ＜東京＞  

  月～金曜日  ： 10:00～22:00 （授業実施日以外 10:00～19:00） 

  土曜日     ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

 

＜名古屋＞ 

  月～金曜日 ： 13:00～22:00 （授業実施日以外 13:00～19:00） 

  土曜日 ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

 

＜大阪＞ 

  月～金曜日 ： 13:00～22:00 （授業実施日以外 13:00～19:00） 

  土曜日 ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

 

＜福岡＞ 

  月～金曜日 ： 13:00～22:00 （授業実施日以外 13:00～19:00） 

  土曜日 ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

   

 ※開館、閉館時間を変更する場合は都度お知らせいたします。 
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✼証明書・願・届 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○証明書 
証明書等の交付には、交付申請をした日から種類によっては 1 週間程度（いずれも土・日・祝日は含まない）の時間を要しますので、十

分余裕をもって手続を行うようにしてください。特に、各種英文証明書の交付については、それ以上の時間を要することがありますので注意し

てください。尚、各種証明書の発行に際しては、各証明書に必要事項をご記入の上、事務局へ申請して下さい。 

 

※証明書を郵送にて取り寄せる場合は、手数料＋送料（84 円）の切手を添えて申し込み下さい。 

  

 種 類 窓 口 手 数 料 発 行 日            摘 要 

在学証明書 事務局 200 円 １週間 諸手続の申請等で証明を必要とするとき 

成績証明書 事務局 200 円 １週間 就職試験等で証明を必要とするとき 

卒業見込証明書 事務局 200 円 １週間 就職試験等で証明を必要とするとき 

卒業証明書 事務局 200 円 １週間 卒業証書を授与した日から発行します 

各種英文証明書 事務局 200 円 1 ヶ月程度 外国留学等で英文の証明を必要とするとき 

院生証再発行 

（紛失） 
事務局 2,000 円 1 ヶ月程度 

紛失した場合に発行します 

（警察への届出と印鑑が必要） 

院生証再発行 

（汚損） 
事務局 2,000 円 1 ヶ月程度 

汚損した場合に発行します 

（汚損した学生証と印鑑が必要） 

通学証明書 事務局 ― 即時 

通学定期券購入時に使用。大学院までの通学のために通

学定期券を購入することができます。事務局で発行しますの

でお申し出ください。通学証明書と学生証を駅窓口にご提示

ください。有効期限は発行から１ヶ月です。 

（通学区間以外の証明書は発行できません） 

学割証 

（学校学生生徒旅

客運賃割引証） 

事務局 ― 即時 

帰省、正課教育、就職活動、クラブ活動などで、JR 線を片

道 100km を超えて乗車する時に利用できます。有効期限は

発行日から 3 ヶ月以内です。割引率は普通乗車券の 2 割

引です。1 枚で往復券の購入が可能です。 

名刺 1 箱（100 枚） 事務局 2,000 円 2 週間程度  
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✼証明書・願・届 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○願・届 
 履修が困難になった場合は、早めに、事務局または教員にご相談下さい。 

 
種 類 窓 口 摘 要 

休学願 事務局 
疾病その他やむを得ない理由により 6 ヶ月以上修学が困難で、休学

を希望するとき（病気による休学の場合は、医師の診断書が必要） 

復学願 事務局 
休学期間中に休学事由が消滅し、復学を希望するとき 

（病気による場合には医師の診断書が必要） 

復学届 事務局 休学期間満了により、復学を希望するとき 

退学願 事務局 疾病その他の事情により学業継続が困難となり、退学を希望するとき 
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✼学籍 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○学籍番号 
入学と同時に各人に学籍番号が付与されます。在学中の学内における全ての事務手続は、学籍番号によって処理されます。学籍番

号（7 桁）の構成は次のようになっています。 

 

   2    0      1              1            0         0    1～  

  ―――――――    ―――            ―――         ―――       ―――――――― 

  入学年度      1.事業構想研究科   1.正規生        0.東京     個人番号（2 桁） 

（西暦下 2 桁）     事業構想専攻    2.科目等履修生   1.大阪 

                              聴講生          2.福岡 

                                          3.名古屋 

 

○修業年限 
修業年限は 2 年です。また、休学期間を除き 5 年を超えて在学することはできません。 

 

○休学 
病気その他やむを得ない事情のため 6 ヶ月以上修学することができないと本大学院が認めた者は、学長の許可を得て休学することが

できます。また、病気のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができます。 

休学期間は、通算して 2 年を超えることはできません。また、休学者は休学した学期の試験を受けることができません。休学者は、休学

期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができます。尚、休学期間は学則第5条の在学年限に参入せず、

休学期間中の学費については学則第 30 条第 3 項に定めるところによります。休学在籍料は学則を参照してください。 

休学しようとする院生は、まず、教員・事務局に相談してください。 

 

○退学 
退学しようとする場合には、退学を願い出て学長の許可を受けなければなりません。なお、退学した者で、3 年以内に再入学を願い出た

場合は、教授会の議を経て、これを許可することがあります。この場合、退学以前の在学期間及び単位取得科目は、所定の在学年限及

び単位取得科目に参入します。また、再入学を志願する者は、本大学院所定の書類に再入学選考料を添えて提出しなければなりません。 

退学しようとする院生は、まず、教員・事務局に相談してください。 

 

○除籍 
次のいずれかに該当する院生については、教授会の議を経て学長が除籍します。 

① 学則第 5 条に定める在学年限を超えた者 

② 学費の納付を 1 ヶ月以上、無届で怠り、納付しない者 

③ 学則第 16 条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

④ 長期間にわたり行方不明の者 
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✼院生証、通学・学割証 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○院生証 
院生証は、院生の身分を証明するだけでなく、各証明書の発行や、図書の貸し出し等に使用するもので、汚損したり、折り曲げたりしない

よう大切に取り扱ってください。学外においても、学割（学校学生生徒旅客運賃割引、美術館等、各種施設での学生割引）など、学生とし

ての特典を受けるために必要ですので、常に携帯するようにしてください。退学等により学籍を離れるときは、ただちに院生証を返還してくださ

い。 

また、院生証は授業の出席カード、コピーカードも兼ねており、複合機に院生証をかざして、印刷やコピーが可能です。出力費用につい

ては、半年ごとに別途実費を徴収いたします。 

 

○院生証の有効期限 
院生証に記載された有効期限（入学から 2 年間）までです。 

 

○院生証を紛失・汚損したとき 
院生証を紛失または汚損したときは、直ちに「院生証再発行願」に必要事項を記入して、事務局に届け出てください。なお、再発行には、

所定の手数料が必要となります。手続方法は「証明書・願・届」を参照してください。ただし、手続さえ整えば何回でも再発行できるような軽

いものでないことを認識し、再発行しないですむよう厳重な管理を心掛けてください。紛失した場合は、悪用防止のため、必ず警察にも届け

出てください。 

 

○通学定期券の購入 
バス、JR、私鉄などの公共交通機関で通学定期券を購入する場合は、通学証明書が必要です。各交通機関によって証明書の提出

の有無が異なりますので注意してください。通学証明書の有効期間は発行から 1 ヶ月です。通学区間以外の証明書は発行しません。通

学証明書の発行手続きについては、「証明書・願・届」を参照してください。 

 

○自動車・自転車通学について 
学内に駐車場・駐輪場はありません。大学周辺の学校、飲食店、商店、一般駐車場、その他空き地への無断駐車・迷惑駐車は、しな

いでください。 

 
○学割証（学生生徒旅客運賃割引証） 

学割証は、帰省・正課教育等で、JR 線を片道 100km を超えて乗車するときに普通運賃が 2 割引となります。発行日から 3 ヶ月有効

です。学割証は本人が使用するもので、他人に譲渡あるいは譲り受けて使用してはいけません。不正使用した場合は、本人の処分はもとよ

り、大学として学割証を発行できなくなることがあります。 
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✼学費納入 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○学費納入 
本学の授業料は年額授業料を一括して納入していただきます。 

（入学時は入学前までに、入学後 2 年目以降は新年度が始まる前の 3 月 31 日まで） 

※授業料の納入について心配な点がある場合は、まず事務局に相談して下さい。 

※学費については、後述の学則 29 条および別表をご覧下さい。 

 

○学費の納入方法 
  本学の学費納入は、原則・銀行指定口座への振込とします。提携ローンをご利用の場合は、金融機関から本学に直接納付されます。 

 

【取扱金融機関】 

三菱ＵＦＪ銀行 青山支店 普通口座 0130323 学校法人先端教育機構 ｶﾞｸ)センタンキョウイクキコウ 

 

【督促】 

指定期日までに学費納入が確認できなかった場合は、督促状を送付します。 

※提携ローンについては、後述の「教育ローン、学費支援制度」をご覧下さい。 

 

○退学・休学の場合の学納金 
学納金は、授業出席の有無にかかわらず在学中は納入しなければなりません。前期は 4 月 1 日、後期は 10 月 1 日に在学しているこ

とにより、学納金の納入義務が生じます。したがって、退学及び休学は、前期は 3 月 31 日、後期は 9 月 30 日までに学長に許可されな

いと、次期の学納金の納入義務が生じますので、申請の際は十分に注意してください。 

※退学及び休学を希望する者は、早め（遅くとも 1 ヶ月前）に教員、事務局に相談してください。 

 

○授業料の減免制度 
現在、授業等の減免制度はありません。 
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✼奨学金 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会） 
本学では、独立行政法人 日本学生支援機構（H16. 4. 1 に日本育英会より移管）が行う各種奨学金制度を紹介しています。日本

学生支援機構は、優れた学生で経済的に修学が困難な人に学資の貸与を行うことにより、国家および社会に有為な人材を育成するとと

もに、教育の機会均等を図ることを目的とする公の機関です。 

 

【募集時期】 

①定期採用：4 月（～6 月） 

②緊急採用・応急採用：随時 

    ※主たる家計支持者の転職・失職、破産、会社の倒産、病気、死亡、離別等または風水害等による家計急変のため、 

緊急に奨学金貸与の必要が生じた場合に適用することができる制度です。 

 

【出願手続】 

希望する院生は事務局にご相談ください。 

また、緊急採用・応急採用を申込む場合は、事務局に相談して下さい。 

 

【交付】 

奨学生名義の銀行・信用金庫または労働金庫の口座に、原則として毎月 1 回、日本学生支援機構から直接振込 

まれます。 

 

【継続手続】 

毎年秋期に「適格認定奨学金継続願」を配布しますので、奨学金の継続を必要とする場合には、指示する期日までに必ず提出し

てください。大学は「適格認定奨学金継続願」の記入内容と平素の学業成績等を総合的に審査し、継続の可否を判断します。学

業成績不振の場合、奨学金の交付が停止もしくは廃止されることがありますので、十分注意してください。 

 

【異動および届出】 

奨学生は、退学・休学・復学・転学・死亡等身分の異動、自宅通学と自宅外通学の変更、奨学金振込口座の変更、および連帯

保証人の住所等変更があったときには、遅滞なく所定の様式によって、事務局まで届け出てください。 

 

【返還】 

貸与終了後、借用金額に応じた所定の方法により、所定の年限で返還しなければなりません。返還金は後輩の奨学金として再び活

用されますので、もし返還を滞ると、新規奨学生の採用に支障をきたします。なお、第二種奨学金は貸与終了後の翌月から、年 3％を

上限とする利子が付きます（在学中及び返還期限猶予中は無利息です） 

 

●日本学生支援機構 HP  http://www.jasso.go.jp/ 
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✼教育ローン、学費支援制度 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○本学提携金融機関の教育ローン 
 本学では下記金融機関と提携しており、優遇金利での学費借入ができます。 

【提携機関】 株式会社セディナ  【提携機関】 株式会社オリエントコーポレーション（オリコ） 

【提携ローン】セディナ学費ローン  【提携ローン】学費サポートプラン 

 

詳細は下記ホームページをご覧ください。返済シミュレーションができます。 

（セディナ） https://c-web.cedyna.co.jp/customer/action/ssAA01/WAA0102Action/RWAA010201 

（オリコ）  https://orico-web.jp/gakuhi/index.html 

※学校名検索で「事業構想大学院大学」を入力してください。 

 

また、電話でのお問い合わせは、「事業構想大学院大学」学生の旨をお伝えください。 

    0120-686-909 （セディナコールセンター 9:30～17:00） 

    0120-517-325 （オリコ学費サポートデスク 9:30～17:30） 

 

※本ローンは比較的制約が少なく、また Web 上で申込を完結することができます。 

※申込完了後、提携金融機関より直接本学に学費が支払われます。 

 

○国の教育ローン 

 日本政策金融公庫・国民生活事業（旧国民金融公庫）の教育ローンが利用できます。 

    

※世帯収入・扶養家族数によって利用できない場合があります。詳細は下記ホームページをご覧ください。 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

 

 

○学費支援制度 

 本学独自の支援制度として、上記教育ローンを利用の場合、在学期間中の金利負担分を本学で支援する制度があります。詳しくは本

学事務局までお問い合わせください。 
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✼健康管理、学生傷害保険 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○病気、けが 
 学内で体調が悪くなったり、けがをされた場合は、事務局にお声がけください。 

 

○定期健康診断 
原則毎年 1 回実施します。この健康診断では、身体計測、レントゲン検査、血圧測定、尿検査、問診等を行います。健康診断は学校

保健安全法により年 1 回必ず実施するよう義務づけられているものです。定期健康診断は、疾病の早期発見や健康管理を目的として行

うものですから、毎年必ず受診してください。 

※ただし、所属する会社、団体等で健康診断を受けている場合、本学では受ける必要がありません。 

 

○学生教育研究災害保険 
本学では、院生が安心して学内活動や学外での教育活動を行うことができるよう、財団法人日本国際教育支援協会が運営する保険

に全院生が一括加入しています。事故が発生した場合は、直ちに事務局まで連絡してください。保険期間は 2 年間です。  

（病気には適用されません。通学途上の事故やケガは適用されます） 
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✼地震等の災害対策 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
大地震発災の場合の対応 

 

本学校舎は、耐震基準に適合しておりますが、発災の態様・規模等に応じ、的確な判断と臨機応変な行動をとってください。 

 

【授業中】 

ア 出入り口の扉を開け、一時机の下などに退避するなど身の安全を確保する。 

イ 火災発報を聞いたときは発生場所を確認して、教職員の指導により初期消火にあたる。 

ウ 地震がおさまってから、担当教職員の指示に従い、落ち着いて避難する。 

エ 負傷者を発見したときはこれを保護する。 

 

【休憩時間中】 

ア 建物内にいる場合は、授業中に準じた行動をとる。 

イ 屋外の場合は、建物から離れ、落下物に注意して安全な場所で待機する。 

 

○安否連絡のお願い 
 大規模な災害が発生した場合は、下記のいずれかの方法で大学に安否を連絡してください。 

【大学へ電話連絡】 

東京  03-3478-8411 

名古屋 052-541-8411 

大阪  06-6372-8411 

福岡  092-737-8411 

 

【大学へ E-Mail での連絡】 

sos@mpd.ac.jp 

 

※自身の安否確認情報については、同メールにお送りください。 

   （例）○○です。○月○日○時、無事、○○公園に避難しています。 

 

○災害への備えについて 

 ・万一の災害に備えて、校舎内に水、非常食を備蓄しております。 

 ・事務局に救急セットを常備しております。 

 ・年に 1 回、教職員の避難誘導訓練を実施しております。 

※上記以外に４キャンパスにおいて、個別の防火・防災関連情報がある場合は、別途、当該キャンパス事務局からご案内します。 
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✼台風・大雨・大雪時の休講措置 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○台風、大雨、大雪のときの休講措置 
暴風、暴風雪、大雨、大雪の特別警報が発令された場合の授業は以下の通りとします。 

（１） 月曜～金曜 ：  

午後 4 時現在、東京 23 区／名古屋市／大阪市／福岡市に暴風、暴風雪、大雨、大雪の「特別警報」、および自治体から

「避難指示（緊急）」が発令されているときは、原則として、該当地域内の校舎の全授業を休講とします。 

 

（2）土曜 ：  

午前 8 時現在、東京 23 区／名古屋市／大阪市／福岡市に暴風、暴風雪、大雨、大雪の「特別警報」、および自治体から

「避難指示（緊急）」が発令されているときは、原則として、該当地域内の校舎の全授業を休講とします。 

 

※「警報」および自治体からの「避難勧告」、「避難準備」が発令されている場合は、校舎所在地域の交通機関の運行状況等や通学

の安全背性を判断の上、校舎別に決定します。 

※交通機関の大幅な遅延、運休が発生または予想される場合は、あらかじめ休講を決定することがあります。 

※授業の開校、休講は、決定次第、事務局からメール一斉配信等によりアナウンスします。 

※台風、大雨、大雪のときは無理をせず安全第一で行動してください。 

 

※休講した場合には、補講を実施します。 
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✼ライブラリー 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○概要 
 図書室は 4 キャンパスで約 1 万冊の蔵書が整備されています。図書だけでなく、雑誌も閲覧できます。同室内にはパソコンを設置してお

り、インターネットや、図書の検索が行えます。また、院生自身が持参したパソコン、モバイル端末は、大学内で無線 LAN 接続が可能で

す。その他、デジタルデータベースの閲覧も可能です。本学の全蔵書はライブラリー設置のパソコンを利用して検索できます。目的の資料

が学内に見つからない場合は、学外から取り寄せることもできますので、事務局に気軽に声を掛けてください。 

東京、名古屋、大阪、福岡の各キャンパス、本学のグループ校「社会情報大学院大学」に蔵書されている図書も検索や貸し出しが可

能です。 

 

○利用の範囲 
（1）ライブラリー内資料の検索 

ライブラリー内に設置しているパソコンを利用して、迅速に検索することができます。著者名・書名・分類番号等のキーワードを入力して、

目的の資料を探してください。 

 

（2）ライブラリー内資料の閲覧 

開架図書や閲覧コーナー等を利用して、図書や雑誌などを自由に閲覧できます。 

 

（3）事業構想計画書の閲覧 

これまでの修了生が提出した「事業構想計画書」を閲覧することができます。閲覧はライブラリー内に限り、写真撮影や書き写しはご遠

慮ください。 
 

（4）館内資料の貸出・返却 

ライブラリー内の貸出、返却等の手続は、事務局にて行います。 

       貸出冊数    貸出期間 

    20 冊以内    2 週間以内 

借りた資料は期日までに返却してください。資料の返却が遅延した場合は、その間の新規貸出を停止します。 

 

（5）コピーサービス／プリントサービス  

所蔵資料を著作権法の範囲内で、コピーすることができます。館内には複合機があり、カラーコピーができます。コピー機の利用は有料

（モノクロ 1 枚 5 円、カラー1 枚 10 円）です。なお、パソコンからのプリントサービスも同様に可能です。コピー、プリントの際には院生証をカ

ードリーダーにかざすことで利用可能です。パソコンからのプリントアウトは、ドライバーを web からインストールすれば利用可能です。出力費

用については、半年ごとに別途実費を徴収いたします。 
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✼ライブラリー 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（6）デジタルデータベース、電子書籍の利用  

学内の Wi-Fi に接続すれば下記利用可能です。 

○日経 ValueSearch 

（企業、業界情報の検索、経済統計・商品情報の検索、日経各紙の検索）   

 

○電子書籍 NetLibrary 

   （経営、マーケティング、広告、組織コミュニケーション等の電子書籍）  

 

○政策リサーチ（ライブラリー閲覧室内の PC からのみアクセス可能） 

   （政府・省庁の政策立案過程の資料や予算・法律策定の検討資料など入手困難な資料の閲覧）  

 

 ○JSTOR  

 （海外の学術雑誌や論文を、検索・閲覧できる電子ジャーナル）   

 

※詳細につきましては、事務局にご確認ください。 
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✼LAN へのアクセス 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○無線 LAN 
本学では、個人のパソコン、タブレット、スマートフォン等を無線 LAN 接続することができます。LAN は下記のとおり 3 つのセグメントに分

けられています。院生のみなさんは「院生セグメント」にて接続することができます。 

「院生セグメント」  ・・・ MPD-Student   院生が使用します。 

「教員セグメント」  ・・・ MPD-Professor  教員が使用します。 

「職員セグメント」  ・・・ MPD-Staff     職員が使用します。 

 なお、「院生セグメント」ではインターネット接続と複合機へのプリントサービスの 2 つが使用できます。 

 

○ID、パスワード 
  「院生セグメント」の ID、パスワードは事務局までご確認ください。 
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✼大学院メール 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○メールアドレス 
院生には、それぞれ 1 つずつメールアドレスを付与します（利用料等は一切かかりません）。設定のためのパスワード等は別途個別にご案

内いたします。 

 （例）山田太郎さん 

   t . y a m a d a @ 9 . m p d . a c . j p 
   イニシャル  姓     第 9 期入学生 
 

○既に Gmail のアカウントをお持ちの方 

 既に Gmail のアカウントをお持ちの方は、下記手順でメール設定が可能です。 

① メール画面右上の丸印をクリック  ② 「アカウントを追加」をクリック 

次画面で新しいメールアドレスと仮パスワードを入力。パスワードの変更を求められるので、パスワードの再設定をして、メール設定が完了で

す。 

 

 
○本学からの連絡 

本学からの連絡は、大学院メールへお送りします。大学院メールを直接確認するか、もしくは転送設定をして個人のメールアドレスで確認

するようにしてください。尚、転送設定の方法は次ページのとおりです。 

②  

①  
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✼大学院メール 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 【転送設定】 

 （1）【画面右上の歯車マーク】－【設定】をクリック 

     

 

 

 （2）【メール転送と POP/IMAP】－【転送先アドレスを追加】をクリック 
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✼大学院メール 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 【転送設定】 

（3）転送先アドレスを入力 

   
 

 

（4）【転送先アドレスの許可を確認するための確認コードの送信】－【OK】をクリック 

   
 

この後に、転送先のメールアドレスに確認コードが送信されますので、「リクエストの承認」をしてください。 
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✼Google アプリケーション 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○Google Classroom 
本学では Google Classroom を使って授業管理を行います。また、講義資料・動画、カレンダーはこの Google Classroom 

で一元管理できるようになります。 

 

○Google Classroom へのアクセス方法 

① 大学院メールアドレスでログインの上、メール受信画面右上の四角をクリック   

② Classroom を選択 

 

 
○Google Classroom の各クラスへの参加方法 

Google Classroom 内に、授業科目ごとに、「クラス」を作成いたします。 

履修登録後、皆さまの大学院メールアドレス宛に、履修もしくは聴講で登録した科目の「クラス」への招待メールをお送りしますので、 

参加をクリックしてください。 

※履修登録については、Google Forms を使用して行います。詳細は別途事務局よりご案内いたします。 
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✼Google アプリケーション 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○Google カレンダーについて 
履修登録した（Google Classroom に参加した）科目については、 

自動的にご自身の Google カレンダー上に、講義スケジュールが反映されます。 

上記の赤枠箇所をクリックすることで Google カレンダーに入ることができます。 

 

 

○Google ドライブについて 
Google ドライブについては、主に下記の 2 種類のフォルダをご利用いただくかたちになります。 

 

① Google Classroom のクラスのドライブフォルダ 

② 講義資料・講義動画をアップロードしているフォルダ 

 

それぞれ下記の手順でアクセスしてください。 

 

① Google Classroom のクラスのドライブフォルダ 

下記よりドライブへアクセスしてご確認下さい。  

クラス内で提出した資料や課題のデータなどが、こちらのフォルダに格納されます。 

 

 

② 講義資料・講義動画をアップロードしているフォルダ 

Google Classroom の各科目のクラス内に、事務局より格納場所のリンクをご連絡させていただきますので、 

そちらをご確認の上、アクセスしてください。 
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✼Google アプリケーション 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

    

 

○課題の提出について 
 Google Classroom 内で、教員から「課題」を主題されることがあります。主題された課題に対しては、オンラインでレポートや発表資料を 

提出することができます。なお、課題についてはメール提出の場合もあるので、適宜教員の指示に従ってください。 

 

① 課題提出に関する投稿の「開く」ボタンをクリックします。 

 

 

② 「追加」ボタンをクリックし、「ファイル」をクリックします。 
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✼Google アプリケーション 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

③ 下記の要領でファイルを選択し、アップロードを行います。 

 
④  ア ッ プ ロ ー ド が 完 了 す る と 下 記 の 画 面 に 切 り 替 わ る の で 、 最 後 に 「 提 出 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て く だ さ い 。
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✼履修・試験・成績 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○履修登録／修正 
 

履修登録は、自分が履修しようとする科目を届け出る手続きであり、この手続きを正しく行わなければ、たとえ授業を受けても単位の修得

はできません。履修登録のミスは単位を修得できないことであり、ひいては卒業・修了できないことにもつながります。履修登録に関して疑問

点や不明点があれば、自分で判断せず、必ず事務局または教員へ相談してください。 

 

1 年間で履修登録できるのは、最大 40 単位までとなっています。上限単位数を超えての履修登録はできませんので、ご注意ください。 

2 年間では、最大で 80 単位分の履修登録が可能です。「取得できる単位」ではなく、「履修登録できる単位」の上限です。例えば、既に

40 単位分の履修登録があった場合に、単位を取得できなかった科目があったとしても、追加で履修登録できるわけではありませんので、ご

注意ください。 

前期・夏期集中期間・後期・春期集中期間のそれぞれの開講タイミングで、履修する科目を選択し、履修登録をしていただきます。 

 

【2020 年度履修登録スケジュール（予定）】 

  履修登録 履修の修正・取消 

前期 
オリエン翌週の月曜日まで 

5 月 25 日（月） 

オリエン 3 週間後の月曜日まで 

6 月 8 日（月） 

後期 
オリエン翌週の月曜日まで 

10 月 5 日（月） 

オリエン 3 週間後の月曜日まで 

10 月 19 日（月） 

集中 

（夏期・春季） 
別途ご案内します。 3 コマ目（第 2 回目）の授業開始前まで 

 

履修登録の方法は、別途ご案内いたします。 

 

○聴講制度 

 

  年間履修単位の上限は 40 単位ですが、それ以上の科目受講を希望される場合は、「聴講制度」があります。聴講の場合、修了に必

要な単位数にはカウントされません。履修登録の際に一緒に聴講手続きをとってください。尚、聴講の場合も、履修登録した場合と同様に

出席、課題の提出、グループワーク等への参加が求められます。 
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✼履修・試験・成績 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
○成績評価 
 

成績は、各授業によって評価方法を定めています。シラバスを確認の上、十分に理解の上、履修してください。 

なお、専門職学位課程においては、出席率は授業評価の基準とはしておりません。 

  （授業によっては、授業内におけるディスカッションや授業への貢献度を評価基準としている場合もあります） 

 

成績 

「優」「良」「可」「不可」の 4 段階で評価します。 

優・・・80 点以上 

良・・・70 点以上 

可・・・60 点以上 

不可・・・60 点未満 

◇不可の場合は次年度に再履修できます。 

 
○成績通知 
 

各学期末に出された成績の結果については、成績通知書として、原則として次の学期の初めまでに事務局から院生本人に渡します。 

 

○成績表への GPA 表記について 
 

GPA とは 

GPA は、Grade Point Average の略で、各科目の成績を数値化して、全履修科目の平均値を表記したものです。アメリカにおいて一

般的に行われている成績評価方法の一種で、国内でも 9 割以上の大学で導入されています（文部科学省『国内大学の GPA の算定

及び活用に係る実態の把握に関する調査研究』2017.3）。留学の際などに GPA スコアを求められる場合があります。 

 

本学における算出方法 

  下記の表のとおり、各科目の成績を、優＝4.0、良＝3.0、可＝2.0、不可＝0.0 に換算し、 

  平均値を算出します。全科目の平均値を「GPA」として、成績表下部に記載します。 
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✼履修・試験・成績 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

成績評価 Grade Point 

優 4.0 

良 3.0 

可 2.0 

不可 0.0 

合格 対象外 

不合格 対象外 

   ※「合格」「不合格」は、二年次後期の主ゼミ（事業構想計画書の最終審査を含む）評価 

 

 

 

 

 

   

※履修取消手続きをしないまま、途中で履修を取りやめて不可となった場合も科目数にカウントされますので、GPA のスコアは相対

的に下がります。 

   ※過年度に履修した科目も含めて算出します。 

   ※修了後に成績証明書を発行する場合は、GPA が表示されます。 

   ※GPA は学位記（卒業証書）には記載されません。 

 

 

 

 

 

 

 

●GPA算出式

※ 小数点以下第三位を四捨五入しています。

(Grade Point × 単位数)の総和

総履修単位数
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✼履修・試験・成績 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○追・再試験 
 

  各担当教員または事務局へ相談してください。 

 

○再履修 
 

単位を修得できなかった授業科目は、再び履修することができます。 
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✼授業 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○学期 
1 年間を前期と後期の 2 つの学期に分け、それぞれ 15 週で授業が開講されます。 

前期 ： 4 月～9 月    後期 ： 10 月～翌年 3 月 

 上記以外にも、集中授業として開講する科目もあります。 

 

○授業 
授業は開講される時期によって次のように分類されます。 

（1） 前期科目    ： 前期期間中に隔週で開講 

（2） 後期科目    ： 後期期間中に隔週で開講 

（3） 通年科目    ： 1 年間の継続開講科目 

（4） 集中講義科目 ： 時期的に集中開講される科目 

また、授業科目は次のような区分に構成されています。 

基礎科目、専門科目、展開科目、演習（ゼミ）科目 

そして、その性格により次のように分類されます。 

必修科目、選択必修科目、選択科目 

 

前期、後期それぞれ第 1 週目の授業はオリエンテーションとして開講します。その後、基本的に授業は、2 週間毎に 2 コマ 

連続で設定されており、それらを A 週、B 週と呼んでいます。 

 

オリエンテーション期間中は各授業、1 コマ（90 分）のみ実施します。興味のある授業を受けていただき、受講するかどうかを決めていた

だきます。 

 A 週の授業・・・平日 18：30～20：00 

       土曜 1 時限 10：30～12：00 

       土曜 3 時限 14：40～16：10 

 B 週の授業・・・平日 20：10～21：40 

       土曜 2 時限 13：00～14：30 

       土曜 4 時限 16：20～17：50 

次週以降は A 週、B 週の通常授業です。 

 

○授業時間 
 授業は月曜から金曜までが 2 コマ、土曜は 4 コマにて行います。 

月曜～金曜 1 時限：18:30～20:00、2 時限：20:10～21:40 

土曜  1 時限：10:30～12:00、2 時限：13:00～14:30、3 時限：14:40～16:10、4 時限 16:20～17:50 
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✼授業 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
○休講・補講 

休講があったときは、Google Classroom またはメールにてご案内します。必要に応じて、これを補うために補講を実施することがあります。

補講の日程等については、担当教員、事務局へお問い合わせください。 

 

○欠席 
授業を欠席する場合は、各自、当該授業担当教員（または事務局）にご連絡ください。なお、病気その他やむを得ない理由により授業を

引き続き 1 週間以上欠席する場合は、事務局に申し出てください。 

 

○動画ストリーミング配信による補講 
授業科目は動画収録を行っています（一部科目及びゲスト講師の希望により収録しない場合もあります）。 

動画は、Google ドライブ上から視聴が可能です。本学では、動画補講はあくまでもやむを得ず授業に出席できない場合の補完手段と

しておりますので、基本的には授業に出席するように心がけて下さい。 

 

○授業資料の共有 
教員、ゲスト講師の許可があった授業資料（パワーポイント等）につきましては、Google Classroom、または Google ドライブで共有いた

します。Google ドライブへのアクセス方法は別途お知らせいたします。 

 

○教員への相談 
研究や授業に関する相談は随時、担当教員にメール等でアポイントをお取りください。面談場所は事務局で確保いたします。 

  授業を受けていない教員にもお気軽にご相談ください。 
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✼修了要件、単位、学位 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○修了要件 
（1） 修業年限は 2 年とします。 

 

（2） 修了するためには、前項に定めた年数以上を在学し、所要科目を履修して 34 単位以上を修得し、必要な演習（指導）を受け、 

かつ、修了認定の審査に合格しなければなりません。 

 

（3） 修了要件単位数の内訳 

基礎科目 10 単位以上（選択必修科目） 

専門科目 10 単位以上（選択必修科目） 

展開科目 下限なし 

演習（ゼミ） 4 単位以上（選択必修科目） 

 

○学位 
修了とともに与えられる学位は次のとおりです。 

 

事業構想修士（専門職） 

 

 

○他大学・他大学院等で修得した単位の認定 
  

 入学前に他の大学院で取得した単位を本学の単位として認定することを希望される場合は事務局にご相談ください。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

事業構想大学院大学 学則 

第1章 総 則 

 

（目的） 

第１条 広い視野に立って精深な学識を授け、事業構想学の研究教授を通して創造的 

問題解決能力を有する高度な専門的職業人の育成を目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本大学院は事業構想大学院大学と称する。 

 

（自己評価等） 

第３条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命 

を達成するため、大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価については、別に定めるところにより、実施するものとする。 

 

第２章 研 究 科 

（研究科・専攻・課程及び学生定員） 

第４条 本大学院に設置する研究科・専攻及び課程と学生定員は、次のとおりとする。 

事業構想研究科 

 

 

 

 

 

 

第３章 修業年限・学年・学期・休業日 

（修業年限） 

第５条 専門職学位課程の標準修業年限は２年とする。ただし、在学年限は５年とする。 

 

（学年） 

第６条 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終了する。 

 専門職学位課程  

事業構想専攻  
入学定員 収容定員   

９０名  １８０名   
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（学期） 

第７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（１年間の授業期間） 

第８条 各学年の授業を行う期間は、３５週にわたることを原則とする。 

 

（休業日） 

第９条 休業日は次のとおりとする。 

（１）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号)の規定する休日 

（２）春期休業日 ３月１日～３月３１日 

（３）夏期休業日 ７月２０日～９月１０日 

（４）冬期休業日 １２月２１日～翌年１月５日 

２ 必要がある場合、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

第４章 入学・休学及び退学 

（入学の時期） 

第１０ 条 本大学院の入学の時期は学年の始めとする。ただし、再入学については、学期の始めとすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めた場合には、学年の途中においても、入学することができる。 

 

（入学資格） 

第１１ 条 専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の１に該当する者とする。 

（１）大学を卒業した者。 

（２）学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第６８条の２第３項の規則より大 

学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者。 

（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。 

（４）文部科学大臣の指定した者。 

（５）本大学院において修了課程を受けるにふさわしい学力または実務経験があると認めた者。 

 

（入学の出願） 

第１２ 条 本大学院に入学を志願する者は、本大学院所定の書類に検定料をそえて提出しなければならない。 

２ 入学検定料は別表のとおりとする。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（入学者の選抜） 

第１３ 条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選抜を行う。 

 

（入学手続き及び入学許可） 

第１４ 条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに本大学院所定の 

書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 

（休学） 

第１５ 条 病気その他やむを得ない事情のため６か月以上修学することができないと 

本大学院が認めた者は、学長の許可を得て休学することができる。 

２ 病気のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。 

 

（休学期間及び復学） 

第１６ 条 休学期間は、通算して修士課程においては２年を超えることはできない。 

２ 休学者は、休学した学期の試験を受けることはできない。 

３ 休学者は、休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 

４ 休学の期間は第５条の在学年限に算入しない。 

５ 休学期間中の学費については第３０条第３項に定めるところによる。 

 

（退学及び再入学） 

第１７ 条退学しようとする者は、退学を願い出て学長の許可を受けなければならない。 

２ 退学した者で、３年以内に再入学を願い出た場合は、教授会での議論を経て、これを許可することがある。 

この場合、退学以前の在学期間及び単位取得科目は、所定の在学年限及び単位取得科目に算入する。 

３ 再入学を志願する者は、本大学院所定の書類に再入学選考料を添えて提出しなければならない。 

 

（除籍） 

第１８ 条 次の各号の１に該当する者は、教授会での議論を経て学長が除籍する。 

（１）第５条に定める在学年限を超えた者 

（２）学費の納付を１か月以上、無届で怠り、納付しない者 

（３）第１６条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

（４）長期間にわたり行方不明の者 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

第５章 教育課程及び履修方法等 

第１節 履修方法等 

（授業科目） 

第１９ 条 本大学院の授業科目の種類は別に定めるとおりとする。 

 

（授業及び指導） 

第２０ 条 専門職学位課程の教育は、授業科目の授業及び指導によって行うものとする。 

２ 指導についての細目は別に定める。 

 

第２１ 条 教育上特別の必要があると認められる場合には、教授会での議論を経て、 

特定の時間又は時期において授業又は指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

２ 授業又は指導の特例については、別に定める。 

 

（単位） 

第２２ 条 研究科における授業科目並びにその必修科目及び選択科目の単位数は別に定めるとおりとする。 

２ 授業科目の履修及び単位の取得方法は、本大学院の履修要項に準拠するものとする。 

３ 授業科目に対する単位の算出は、次の基準によって計算する。 

（１）講義については、毎週１時間、１５週の講義をもって１単位とする。 

（２） 演習・論講については、毎週１時間、１５週の演習をもって１単位とする。 

（３）実験，実習などの授業については、毎週２時間、１５週の実験又は実習をもって１単位とする。 

４ 入学前に他の大学院で習得した単位がある場合、定められた期間内に本人が申請し教授会にて 

適当と認められた場合は、１０単位を上限に本大学院の所定単位への算入を行う。 

  

（単位の授与） 

第２３ 条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

第２節 試験及び成績 

（単位の認定及び成績の評価） 

第２４ 条 単位の認定は試験によるものとし、試験は原則として学期末あるいは学年末に、 

その履修した科目について筆記，口述などによって行う。 

ただし、論文，レポートの提出その他の方法によることができる。 

２  試験の成績及び修了認定の審査又は第２６ 条の特定の課題についての研究の成果の審査の成績は、 

１００点を満点とし、８０点以上を優、８０点未満７０点以上を良、７０点未満６０点以上を可とし、 

６０点未満を不可とし、不可は不合格とする。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（追試験） 

第２５ 条 病気その他やむをえない事故のために前条第１項の試験を受けなかった者には、追試験を行うことがある。 

 

第３節 課程の修了要件 

 

（修了要件） 

第２６ 条 修士課程を修了するためには、休学、停学期間を除いて２年以上在学し、 

所定の科目について３４単位以上を修得し、必要な演習（指導）を受け、かつ、 

別に定める修了審査委員会の規定に従って審査に合格しなければならない。 

第４節 学 位 

（学位の授与） 

第２７ 条 学位の授与に関しては、別に定める事業構想大学院大学学位規程による。 

 

（学位の種類） 

第２８ 条 修士課程を修了した者には、次の学位を授与する。 

事業構想修士（専門職） 

 

 

第６章 学 費 

（学費） 

第２９ 条 本大学院の学費は、別表のとおりとする。 

 

（授業料等の納入） 

第３０ 条 入学を許可された者は、入学金，授業料等を指定された入学手続き期間内に納めなければならない。 

２ 在学生は、授業料等を年額一括して、次の期間内に納めなければならない。 

 

 

 

 

３ 授業料等は休学中もこれを納めなければならない。ただし、休学期間が学則 

第３０ 条第２項に定める授業料等納入区分の前期または、後期の期間の 

全部となる場合は、その該当学期の授業料を免除する。 

ただし、休学を承認された者は休学在籍料として別に定める額を納入しなければならない。 

４ 学期の途中で復学した場合は、復学した日の属する該当学期の授業料を、その月の末日までに納めなければならない。 

区        分 納     期 

前期（４月１日から９月３０日まで）  
３月中に一括納入 

後期（１０月１日から翌年３月３１日まで） 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

５ 学期の途中において、学則第17 条第１項の規定による退学及び第18 条の規定による除籍の場合は、 

その退学日、除籍日の属する該当学期の授業料を納めなければならない。 

６ 学則第１７ 条第２項により、再入学を許可された者は、入学金及び授業料を指定された 

再入学手続き期間内に納めなければならない。 

７ いったん納入した入学検定料、再入学選考料及び授業料等は返還しない。ただし、 

学則第３０ 条第３項の規定により、翌年度以降の学期分の授業料等を前納していた者が 

休学または退学した場合には、翌年度以降の学期分の前納授業料を返還する。 

休学期間が学則第３０ 条第２項に定める授業料等納入区分の前期または、 

後期の期間の全部となる場合は、その該当学期の授業料を返還する。 

また、退学時期が前期期間内である場合は、後期以降の前納授業料を返還する。 

８ 前項の規定にかかわらず、入学辞退者の学費返還については別に定めるところによる。 

 

第７章 教 職 員 組 織 

（教員組織） 

第３１ 条 本学学長、副学長のほか、大学院に研究科長、専任教員を置く。 

（１）学長は大学院の学事を掌り、所属教職員を統轄する。 

（２）副学長は学長を補佐し、大学院に関する事項を掌る。 

（３）研究科長は学長および副学長を補佐し、大学院に関する事項を掌る。 

２ 本大学院の授業及び指導は、本学の専任教員のうちから選任されたものが担当する。 

ただし、必要がある場合は、兼任教員が担当することができる。 

３ 前項の教員の任免は別に定める。 

 

（教授会とその構成員） 

第３２条 本大学院の教育に関する重要な事項を審議し、議事について決するために教授会をおく。 

教授会の構成員は次のとおりとする。 

（１）研究科長 

（２）本大学院の授業及び指導を担当する専任教員 

２ 教授会の規程は、別に定める。 

 

（教授会の招集） 

第３３ 条 研究科長は教授会を招集し、その議長となる。 

 

（教授会の審議事項） 

第３４ 条 教授会は、学長の求めに応じ、下記事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（１）授業・指導、及び担当者に関する事項 

（２）入学・休学・退学等、学生の身分に関する事項 

（３）研究の成果、修了の審査に関する事項 

（４）学生の指導、及び賞罰に関する事項 

 

（教育課程連携協議会） 

第３５条 産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を置く。 

２ 教育課程連携協議会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（事務組織） 

第３６ 条 事務組織については別に定める。 

 

 

第８章 他 大 学 と の 交 流 

（単位互換） 

第３７ 条 教育研究上有益であると認めるときは、他大学院との間に単位互換の協定を結ぶことができる。 

２ 協定校の認定、その他協定に関する重要事項については、教授会の議を経なければならない。 

 

（認定許容単位） 

第３８ 条 学生が協定校において履修した授業科目の単位は、 

１０単位の限度内で課程修了に必要な単位として認定することができる。 

 

（研究指導） 

第３９ 条 教育研究上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において 

必要な指導を受けることを認めることができる。 

ただし、指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 

 

第９章 科目等履修生・聴講生 

（科目等履修生・聴講生） 

第４０ 条 本大学院の学科目の履修を希望する者または聴講を希望する者に対しては、 

本学の教育に支障がない限り、選考の上、それぞれ科目等履修生として履修、聴講生として聴講を許可することがある。 

２ 科目等履修生、聴講生となることができる者は、第１１条の各号の１に該当する資格を有する者及び 

本学において科目等履修生、聴講生として適当と認めた者。 

３ 科目等履修生、聴講生に関して必要な事項は別に定める。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

第１０章 委 託 生 ・ 研 究 生 

（委託生） 

第４１条 企業・行政体等から特定の授業科目の履修及び研究指導の委託があったとき 

は、本大学院学生の教育研究に支障をきたさない限り、選考のうえ委託生として受け入れを許可することがある。 

２ 委託生に関し、必要な事項は別に定める。 

 

（研究生） 

第４２ 条 本大学院において特定の研究課題について指導を受けようとする者については、 

教育研究に支障のない場合に限り、研究生として受け入れを許可することがある。 

２ 研究生に関し、必要な事項は別に定める。 

 

第１１章 施 設 及 び 設 備 

（講義室等） 

第４３ 条 本大学院には、その教育研究に必要な講義室・研究室・演習室等を備えるも 

のとする。 

 

（図書等の資料） 

第４４ 条 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他、本大学院の教育研究に必要な資料を、 

図書館を中心に系統的に備えるものとする。 

２ 学生、聴講生、委託生及び研究生は前項の図書等の資料を利用することができる。 

 

 

 

第１２章 賞 罰 

（表 彰） 

第４５ 条 人物及び学業の優秀な者、また学生として模範的行為があった者については、 

学長は教授会にはかって、これを表彰することがある。 

 

（罰 則） 

第４６ 条 本学則又は本大学院で定める諸規則にしたがわず、その他学生にあるまじき 

行為があったときは、学長は教授会にはかって懲戒することがある。 

２ 懲戒には、戒告，停学及び退学がある。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

第１３章 改 正 

（改 正） 

第４７ 条 本学則の改正は、教授会の諮問を経て理事会の承認を得なければならない。 

 

第１４章 雑 則 

（施行の細目） 

第４８ 条 本学則に特に定めるものを除くほか、この学則の実施の手続きその他実施について必要な細目は、別に定める。 

 

附  則 

１．本学則は平成２４年４月１日から施行する 

附  則（平成２５年３月２６日一部改正） 

１．本学則は平成２５年４月１日から施行する 

附  則（平成２６年１１月２７日一部改正） 

１．本学則は平成２７年４月１日から施行する 

附  則（平成２７年４月１８日一部改正） 

１．本学則は平成２７年５月１日から施行する 

附  則（平成２８年３月２４日一部改正） 

１．本学則は平成２８年４月１日から施行する 

附  則（平成２９年３月２３日一部改正） 

１．本学則は平成２９年４月１日から施行する 

附  則（平成２９年９月１日一部改正） 

１．本学則は平成３０年４月１日から施行する 

附  則（平成３０年９月１日一部改正） 

１．本学則は平成３１年４月１日から施行する 

附  則（２０１９（令和１）年８月２８日一部改正） 

１．本学則は２０１９（令和１）年９月１日から施行する。 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

学則 別表 

 

学費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休学在籍料については、休学事由によっては、学長が減免の決定を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※2年を超えて在学する場合の授業料は、半額となります。 

 専門職学位課程学生 

入学金 100,000円 

授業料（年額） 1,600,000円 

検定料 35,000円 

休学在籍料（半期休学） 300,000円 

休学在籍料（通期休学） 600,000円 
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✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「修了審査委員会」規程 

（事業構想大学院大学 学則の付随規程） 

 

 本規程は、学則第２６条に示した「修了要件」ならびに「修了審査」について定めるものである。 

第１項 本研究科の２年の課程を修了しようとするものは、「修了審査委員会」（以下、委員会）による「修了審査」を受けなければならな

い。「委員会」は当該学生２年次の後期（おおむね１月）に開催する。 

第２項 委員会は、研究科長を長とし、本研究科専任教員３名以上５名以内をもって構成する。うち、当該学生が「演習・指導科目」を

履修する教員１名以上の参加を要する。（演習・指導教員は院生の履修状況により２名の場合もある）。 

第３項 修了審査にあたっては、学生の申し出により、事務局によって「判定表」個表を作成し、これを審査資料として「委員会」に提出に

しなければならない。 

第４項 「判定表」は、①成績状況（科目評価、レポート評価、演習評価）、②履修状況（取得単位数、履修科目）、③出席状況（授

業出席、討論参加）の三分野からなり、事務局が学生と教員の双方からの資料をもとに作成する。 

第５項 委員会は、この「判定表」をもとに意見交換し、それぞれ採点して修了の合否を決定する。合否ラインは、すべての委員が１００点

満点中６０点以上の評価とする。 

第６項 審査にあたっては、判定内容の確認や意見聴取のため学生との面談をおこなうこともある。また、合格点に満たない学生には履

修指導を行なう。 

この規程の定めにないこと、または規程の改変は「教授会」の議を経て研究科長が決定する。 

 

附  則 

１．本付随規程は平成２４年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成２８年３月２４日一部改正） 

１．本付随規程は平成２８年４月１日から施行する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※修了に必要な事業構想計画書提出のスケジュール、様式、発表会、審査会等につきましては、 

ゼミ説明会やメール等でお知らせします。  
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✼禁止行為細則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

禁止行為細則 

（事業構想大学院大学 学則の付随細則） 

 

 本細則は、学則第４７条に基づき、禁止行為について定めるものである。 

 

第１項 本学の学生（科目等履修生、聴講生を含む）は、以下の行為をしてはならない。 

１． 大学の他の学生や教職員を誹謗中傷する行為又は名誉毀損行為等、損害を与える行為 

２． 本学の施設内における政治、宗教の勧誘行為 

３． 本学の施設内における選挙に関する依頼・勧誘行為 

４． 本学の施設内における営利を目的とした他の学生や教職員への勧誘行為 

５． 学生証を不正に利用する行為 

６． 本学の他の学生や教職員の個人データを収集・蓄積または漏洩したりする行為 

７． 本学の許可を得ずにポスターを学内に掲示したりビラ等を配布したりする行為 

８． 本学の許可を得ずに教室他施設を使用する行為 

９． 本学の施設内において指定された場所以外でお弁当等を食べる行為 

１０．本学の施設内において喫煙する行為 

１１．講義内容について録画・録音・撮影をする行為 

１２．本学の許可無く講義内容の記録や配布資料等を第三者へ公開する行為 

１３． 反社会的勢力等と社会的に非難される関係を持つなど学生の本分に反する行為 

１４．その他本学の運営に支障を及ぼすなど本学が不適切又は不都合と判断した行為 

 

第２項 本細則にしたがわない場合は、学則第４５条の罰則規定を適用する。 

 

この規程の定めにないこと、または規程の改変は「理事会」の議を経て理事長が決定する。 

 

附  則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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✼ハラスメント防止に関する規程 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ハラスメント防止に関する規定 

 

（目的） 

第１条  この規程は、事業構想大学院大学（以下、「大学」という。）において、学生及び教職員等が個人として尊重され、人権を阻害さ

れることなく、修学、就労及び教育・研究（以下「修学・就労」という。）を健全で快適な環境のもとに遂行できるよう、ハラスメント

の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するために必要な事項を定め

る。 

 

（定義） 

第２条  この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） セクシュアル・ハラスメント 

他の者を不快にさせる性的な言動 

（２） アカデミック・ハラスメント 

教員等の権威的又は優越的地位にある者が、その優位な立場又は権限を利用し、又は逸脱して、その指導を受ける者の研究

意欲及び研究環境を著しく阻害する結果となる、教育上不適切な言動、指導又は取扱いをいう 

（３） パワー・ハラスメント 

教職員等の職務上優越的地位にある者が、その地位及び職務上の権限を利用し、又は逸脱して、その部下、その指導を受ける

者、又は同僚の意欲又は環境を著しく阻害することとなる不適切な言動、指導又は取扱いをいう 

（４） ハラスメントに起因する問題 

ハラスメントにより学生及び教職員の修学・就労の環境が阻害されること並びにハラスメントに対する苦情の申し出、相談（以下

「苦情相談」という。）及び抗議等の対応に起因して修業・就労上の不利益を受けること 

（５） 院生等 

大学学則（以下「学則」という。）の適用を受ける全ての者 

（６） 教職員等 

学校法人日本教育研究団（以下「法人」という。）就業規則（以下「就業規則」という。）第２条に規定する職員及び人材派遣

職員等大学内で就労する全ての者 
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✼ハラスメント防止に関する規程 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（禁止及び啓発） 

第３条 法人は、ハラスメントを人権侵害として禁止するとともに、その防止に向け学生及び教職員等に啓発を行うものとする。 

２  前項の啓発は、院生に対しては大学院事務局（以下「事務局」という。）が、教職員等に対しては法人本部が行うものとする。 

 

（相談窓口及び相談員） 

第４条 法人は、ハラスメントに対する苦情相談に対応する相談窓口と相談員を定め、これを学内に周知するものとする。 

２  相談窓口及び相談員は、次のとおりとする。 

（１） 学生の相談窓口は事務局。 

（２） 教職員等の相談窓口は法人本部。 

３  相談委員は、苦情相談を受けるにあたり、必要に応じて相談者との同性の教職員を指名して相談業務を補助させることができる 

 

（苦情相談への対応） 

第５条 相談員は、苦情を受けた場合は問題の事実確認及び当事者に対する助言等により、当該事案を迅速かつ確実に解決するよう

努めるとともに、原則として本人の同意を得て、具体的事項を速やかに理事長及び学長に報告しなければならない。 

２  当事者は、案件について虚偽の申告又は証言をしてはならない。 

 

（調査委員会） 

第６条 理事長は、前項の報告を受けて当該事案の内容を勘案して必要と認めた場合は、常務理事を委員長とする調査委員会（以下

「委員会」という。）を設置して事実確認及び救済等の必要な措置をとるものとする。 

   ２   委員会の構成は、理事長又は学長が当該事案の内容を勘案して定め、教職委員から任命するものとする。 

   ３  委員長は、委員会を招集して、その議長になる。 

   ４  委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議事を審議することができない。 

   ５  委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

   ６  委員会は、必要と認めた場合は理事長又は学長の承認を得て、委員以外の教職員の協力を求めることができる。 

７  委員会は、必要があると認めた場合は、当該事案の当事者及び調査に必要と認められる者に対して出席を求め、事情を聴くこ

とができる。 

８  委員会は、当該事案に係る事実確認の結果及び事案の概要並びに救済等の処理方針案を理事長又は学長に報告するもの

とする。 

９  委員会は、前項の報告をもって解散するものとする。 

１０  委員会の事務は、理事長が設置した委員会については法人本部が、学長が設置した委員会については事務局が行う。 

 

（プライバシー保護） 

第７条 相談員（補助の教職員を含む）及び委員会委員（協力の教職員を含む）は、苦情相談、委員会の調査活動等により知り得た秘

密を正当な理由なく他に漏洩し、又は私的な目的に利用してはならない。なお、退任後も守秘義務を負うものとする。 
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✼ハラスメント防止に関する規程 
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（セクシュアル・ハラスメント行為に対する措置） 

第８条 理事長又は学長は、委員会の報告により修学・就労の環境改善及び救済等の措置を講ずる必要があると認めた場合は、遅滞

なく所要の措置を講ずるものとする。 

 

２  理事長又は学長は、セクシュアル・ハラスメントの行為者に対して懲戒処分の必要があると認めた場合は、本人の弁明を聴いて

就業規則又は学則に基づき所要の措置を講ずるものとする。 

 

（委任） 

第９条  この規定に定めるもののほか、この規定の施行について必要な事項は理事長が定める。 

 

（事務） 

第１０条 この規定に関する事務は、事務局が担当する。 

 

（改廃） 

第１１条 この規定の改廃は、理事会の議を経て行う。 

 

（罰則） 

第１２条 本細則にしたがわない場合は、学則第４５条の罰則規定を適用する。 

 

本規程は学則の関連規程であり、条文にないものは学則に従うものとする。 

 

附  則 

この規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

ハラスメントに関する相談窓口 

  

 TEL. 東京  03-3478-8411 

名古屋 052-541-8411 

大阪  06-6372-8411 

福岡  092-737-8411 

 

 E-mail. request@mpd.ac.jp 
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✼教員、事務局連絡先一覧 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本学院生は、担当授業科目の履修の有無に関係なく、いつでも教員に相談できます。 

まずはメールにて相談内容等をお送りください。 

 

○専任教員 

学長  田中里沙  事務局までご連絡ください。（reg@mpd.ac.jp）  

副学長   岩田修一  s.iwata@mpd.ac.jp 

研究科長  谷野豊  y.tanino@mpd.ac.jp 

教授  根来秀行  h.negoro@mpd.ac.jp 

教授  田浦俊春  t.taura@mpd.ac.jp 

教授  竹安聡  s.takeyasu@mpd.ac.jp 

教授  岸波宗洋  m.kishinami@mpd.ac.jp 

教授  松本三和夫 m.matsumoto@mpd.ac.jp 

教授  野口恭平  k.noguchi@mpd.ac.jp 

教授  渡邊信彦  n.watanabe@mpd.ac.jp 

教授  丸尾聰  a.maruo@mpd.ac.jp 

教授  井手隆司  t.ide@mpd.ac.jp 

教授  橋本良子  y.hashimoto@mpd.ac.jp 

教授  村山貞幸  s.murayama@mpd.ac.jp 

教授  下平拓哉  t.shimodaira@mpd.ac.jp 

准教授  重藤さわ子 s.shigeto@mpd.ac.jp 

 

※兼任（特任教授、客員教授）につきましては、事務局までご確認ください。 

 シラバスに記載されている場合は、記載されている連絡先へご連絡ください。 

 

○事務局 

東京  03-3478-8411 reg@mpd.ac.jp 

名古屋  052-541-8411 nagoya@mpd.ac.jp 

大阪  06-6372-8411 osaka@mpd.ac.jp 

福岡  092-737-8411 fukuoka@mpd.ac.jp 

   

災害時の安否連絡   sos@mpd.ac.jp 

ハラスメントに関する相談窓口  request@mpd.ac.jp 

 


